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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月14日(2008.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記数式（Ｓ１）で表される吸水率が５％以上４０％以下であり、かつ、下記数式（Ｓ２
）で表される針入率が１０％以上８０％以下であることを特徴とする電解質膜。
（吸水率）＝［（Ｗ1－Ｗ2）／｛（Ｗ1－Ｗ2）＋（Ｗ2／ｄ）｝］×１００（％）……（
Ｓ１）
  Ｗ1 ：吸水時の電解質膜重量
  Ｗ2 ：電解質膜乾燥重量
  ｄ  ：電解質膜の比重
  （針入率）＝ｔ1／ｔ0×１００（％）……（Ｓ２）
  ｔ0 ：吸水状態での電解質膜の厚み
  ｔ1 ：１５０℃での針入値（変形量）
【請求項２】
該電解質膜が、吸水率の異なる２種以上の高分子材料を複数層積層して構成されているこ
とを特徴とする請求項１記載の電解質膜。
【請求項３】
請求項１または２に記載の電解質膜に触媒が接触して構成されていることを特徴とする膜
電極複合体。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の電解質膜を用いて構成されていることを特徴とする高分
子電解質型燃料電池。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
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  本発明は、かかる課題を解決するために、次のような手段を採用するものである。すな
わち、本発明の電解質膜は、下記数式（Ｓ１）で表される吸水率が５％以上４０％以下で
あり、かつ、下記数式（Ｓ２）で表される針入率が１０％以上８０％以下であることを特
徴とする電解質膜であることを特徴とするものである。
（吸水率）＝［（Ｗ1－Ｗ2）／｛（Ｗ1－Ｗ2）＋（Ｗ2／ｄ）｝］×１００（％）……（
Ｓ１）
  Ｗ1 ：吸水時の電解質膜重量
  Ｗ2 ：電解質膜乾燥重量
  ｄ  ：電解質膜の比重
  （針入率）＝ｔ1／ｔ0×１００（％）……（Ｓ２）
  ｔ0 ：吸水状態での電解質膜の厚み
  ｔ1 ：１５０℃での針入値（変形量）
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
  燃料クロスオーバーは吸水率に大きく左右される。即ち、電解質膜を用いた燃料電池に
おいて、メタノールなどの燃料は主として水中を透過し、吸水率が大きいと燃料クロスオ
ーバーが大きくなると考えられるため、吸水率を小さくすることが高分子電解質型燃料電
池の高出力、高エネルギー容量化に有効である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
  また、電極の触媒層を電解質膜表面により深く侵入させると、これらの界面の接触面積
を大きくすることができ、膜電極複合体としてのプロトンなどのイオン伝導性を向上させ
、高分子電解質型燃料電池の高出力化に有効である。この電極と電解質膜の接触状態の指
標として、例えば、特開２００４－２５７９３号明細書に記載されているような、評価後
の膜電極複合体を解体し、電解質膜に触媒層が付着しているのか、またはカーボンペーパ
ーやクロスのような集電用基材に付着しているのかを目視で判断するような定性的な評価
が行われて来たが、発明者らは、電解質膜表面の変形のしやすさに注目して鋭意検討を重
ねた結果、後で述べる電解質膜の針入率が、高分子電解質型燃料電池の出力と関係が深い
ことをつきとめた。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
  通常、燃料クロスオーバーを低減させるために吸水率を下げる方策をとった場合、膜の
針入率もそれに関係して小さくなり、高分子電解質型燃料電池としての性能は不十分とな
る。これらの吸水率と針入率のトレードオフ関係を解消し、本発明に記載した特定の範囲
に制御した電解質膜が、膜電極複合体および高分子電解質型燃料電池の性能向上に有効で
ある。吸水率を小さく制御することにより、燃料クロスオーバーを低減できるとともに、
余分な水分が少ないため電解質膜全体としてのイオン性基密度を高い状態に保て、そのよ
うな状態の電解質膜と電極の接触面積を大きくできたことが、高分子電解質型燃料電池の
性能を顕著に向上できる理由ではないかと考えられる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
  本発明の電解質膜は、前記した数式（Ｓ１）で表される吸水率が５％以上４０％以下で
あることが必要であり、８％以上３５％以下であることがより好ましく、１０％以上、３
０％以下であることがさらに好ましい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】



(4) JP 2005-353581 A5 2008.5.29

【００２６】
  本発明の電解質膜は、前記した数式（Ｓ２）で表される針入率が１０％以上８０％以下
であることが必要であり、１５％以上７０％以下であることがより好ましく、２０％以上
、６０％以下であることがさらに好ましい。
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